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Ⅰ はじめに 
 

平成 27年 4月 1日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、

市長と教育委員会が、相互に連携を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反

映した教育行政を推進していくための協議及び調整の場として、新たに総合教育会議を設置しました。 

このたび、総合教育会議において、岩倉市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱と

して、「岩倉市教育大綱」を策定しました。 

 

 
 

１ 根拠法令及び対象期間 

教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき策定しました。対象期間は、

2017年度（平成 29年度）から 2021年度（平成 33年度まで）の５年間とします。 

 

 

２ 策定にあたっての考え方 

教育大綱は、教育基本法第17条第２項に基づいて策定する教育振興のための施策に関する基本的な計画

（以下「岩倉市教育振興基本計画」という。）との整合を図るため、岩倉市教育振興基本計画の策定にか

かる議論と並行して、総合教育会議において、協議を行い、岩倉市教育大綱として、基本理念、基本方針、

基本目標を定めました。 

 



 

 

  

Ⅱ 教育大綱 
 

 
１ 基本理念 

本市は、コンパクトな市域の中で多様な市民が暮らしており、地域においても様々な活動が活発に行な

われています。また、市民・地域・団体や学校、行政との距離が物理的にも心理的にも近いということが

本市の強みです。 

まちづくりの根底をなすのは「人」であり、人づくりの基礎は教育にあります。岩倉市独自の教育

プランのスローガン“子どもは未来のまちづくり人”に込めた社会に自ら参画し、貢献できる若者を

育てたいという理念に基づき、子どもたちと地域のつながり、学校・家庭・地域のつながり、人と人

との交流を深めながら、ともに学びあい、つながり、響きあえる環境を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
２ 基本方針 

本市の教育・生涯学習等を推進するにあたって大切にしていく基本的な方針は次のとおりです。 

基本方針１ 一人ひとりの学ぶ力を大切にする 

自ら学ぼうとする意欲を育てる視点を大切にし、個々が主体的に学ぶ力を高めることを重視して各種

の取組を推進します。 

基本方針２ 豊かな人間性を育む 

学校・家庭・地域において、多様な価値観の中で相手を思いやる心や自分を大切にする気持ちなどを

育てる教育を進めます。また、文化・芸術活動やスポーツ活動、伝統文化の継承活動等を通じた、仲間

とのコミュニケーション、感動する心の育みを大切にします。 

基本方針３ 教育を支えるすべての主体が信頼関係をつくる 

子ども、学校、家庭、地域、行政等のすべての主体が、相互に信頼関係を持って、それぞれが役割を

果たしながら岩倉市の教育・生涯学習等に取り組みます。 

 



 

 

基本方針４ 生涯を通じた学びあいを支える 

子どもから大人まで、それぞれのライフステージに応じて切れ目なく学びあうことができるような環

境づくり、機会づくりを進めます。 

基本方針５ 自らの学びを地域や社会に役立てる 

人と関わるなかで、学んだことを地域社会や他者のために活用し、そしてまた自分自身も「役立ち感」

を感じることで喜びや生きがいにつなげていきます。 

 

 
  
３ 基本目標 

本計画では、次の基本目標に沿って、総合的に施策・事業を展開します。 

１ 「まちづくり人」を育む教育の推進 

幼稚園、保育園、認定こども園において、家庭との連携のもとに子どもたちの他者を思いやる心を育

てるとともに、きまりを守り、規則正しく生活する習慣を定着させるように努めるなど、心身の健やか

な発達を支援します。 

また、学校においては子どもたちの自ら考え行動できる確かな知性、他者を思いやり助け合える心、

たくましく健康な体を育む教育を進めます。さらに、このような教育を支える教師の授業技術の向上を

図るとともに、家庭や地域に信頼され、子どもたちが安心して学べる教育環境を整備します。 

２ 家庭・地域とともに進める教育の展開 

子どもたちの教育において、学校・家庭・地域が一体となって取り組むことができるよう、家庭教育

への支援を図るとともに、地域の教育力を学校の教育活動に生かします。また、学校・家庭・地域の連

携を強化し、地域全体で子どもを育てるコミュニティづくりを推進します。 

３ 生涯を通じた学びあいの定着 

誰もが学習活動を通じて自らを高め、豊かな心を育むことができるよう、ライフステージに応じた学

習機会の充実や環境の整備を図るとともに、きめ細かな学習情報の提供に努めます。あわせて、生涯学

習活動を個人だけの活動にとどめず、その過程や成果が社会に還元され、まちづくりに生かされるよう

なしくみづくりを進めます。 

４ 文化・芸術を育む風土の醸成 

文化・芸術活動を通じて市民が心豊かな生活を送ることができるよう、活動環境の整備や、市民が主

体的に文化・芸術活動に関わることができる機会の創出を図ります。 

また、本市でこれまで取り組んできた音楽文化の特徴を生かし、音楽に親しみ、音楽を楽しむ市民を

増やし、生活の中に音楽が根付く「音楽のあるまちづくり」を進めます。 



 

５ 地域の歴史・文化の次世代への継承 

本市の貴重な文化財や歴史遺産の保存と活用に努めるとともに、史跡公園や郷土資料室・展示室など

を活用し、市民が文化財などにふれる機会の充実に努めます。また、市民共通の財産である山車・から

くり人形・お囃子や祭り等の地域の伝統文化についても、地域主体による維持・継承活動を支援します。 

６ 豊かなスポーツライフの実現 

スポーツをする・見る・支える楽しさが広がり、年齢や性別など、一人ひとりの状況に合わせてスポ

ーツに親しむことができる豊かなスポーツライフの実現をめざします。市民が気軽にスポーツに親しみ、

より豊かで充実した生活を送ることができるよう、スポーツ活動に参加する機会の充実と環境の整備を

図ります。 

 

  
 

 


